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0 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について (平成18年 3月 31日 老計発第0331004号 、老振発第

0331004号 、老老発第0331017号 )(抄 )

第 1 (略 )

第2 総論
―  (略 )

三 用語の定義

基準第 2条において、一定の用語についてその定義を明らかにしていると

ころであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語について、その意味

をより明確なものとするとともに、基準中に用いられている用語であつて、

定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。

(螂  「常勤換算方法」

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数 (32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。)で
除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換

算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の

指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、

指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事

業所を併設している場合であつて、ある従業者が指定小規模多機能型居宅

介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者と指定認知症姑応型共同生

活介護事業所の介護従業者を兼務する場合、指定小規模多機能型居宅介護

事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の勤務延時間数には、指定小規模

多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者としての勤務

時間だけを算入することとなるものであること。

ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関す

る法律 (昭和 47年法律第 n3号)第 13条第 1項に規定する措置 (以下「母

性健康管理措置」という。)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行 う労働者の福祉に関する法律 (平成 3年法律第 76号。以下「育児・

第 1 (略)

第2 総論

―  (略 )

二 用語の定義

基準第 2条において、一定の用語についてその定義を明らかにしていると

ころであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語について、その意味

をより明確なものとするとともに、基準中に用いられている用語であつて、

定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。

(J 「常勤換算方法」

当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数 (32時間を下回る場合は 32時間を基本とする。)で

除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換

算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の

指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ教であり、例えば、

指定小規模多機能型居宅介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事

業所を併設している場合であって、ある従業者が指定小規模多機能型居宅

介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者と指定認知症対応型共同生

活介護事業所の介護従業者を兼務する場合、指定小規模多機能型居宅介護

事業所の小規模多機能型居宅介護従業者の勤務延時間数には、指定小規模

多機能型居宅介護事業所の小規模多機能型居宅介護従業者としての勤務

時間だけを算入することとなるものであること。

121(略 )

13)「常勤」
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定する所定労働時間の短縮等の措置 (以下「育児及び介護のための所定労

櫛l時間の毎縮等の措語 1カ い う̂ )が識 じられている場合、30時間以上の

勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間

殺″ィヽ瑞たした 1、 のたし、 1と して取 り扱 うことを可能とするぃ

121(路 )

(31「常勤」
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こ の

職畳教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定認知症対応型

づいた プ ロ

な研修 (年 2回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の

防止のための研修を実施することが重要である。
辛 ヤ, 郡 修 rダ、宝 怖 内 Ar夕 ぅぃ て と、諄 掃 オ ス ■ >パ jス藁 不 ム ス  郡 修 の

実施は、事業所内での研修で差 し支えない。

Ω 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 (第 4号 )

指定認知症対応型共同生活介護事業所における虐待を防止す るための

体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担

当者を置くことが必要である。当該担当者 としては、虐待防止検討委員会

の責任者 と同一の従業者が務めることが望ましい。

住0 記録の整備

地域密着型通所介護の場合と同趣旨であるため、第 3の二の二の 3の 10

を参照六れたい^

10 準用

基準第 108条の規定により、基準第 3条の 7、 第 3条の 8、 第 3条の 10、

第 3条の 11、 第 3条の 20、 第 3条の 26、 第 3条の 30の 2、 第 3条の 32

から第 3条の 34ま で、第 3条の 36、 第 3条の 38か ら第 3条の 39ま で、

第 28条、第 33条、第 34条第 1項から第4項まで、第 80条、第 82条の

2及び第 84条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業に準用さ

れるものであるため、第 3の一の4の処、建、Q、 建、里、処、倒、lttl、

lttl、 仙)及び 132)、 第 3のこの二の 3の で 3の

準第 34条第 1項から第 4項までの規定について、指定認知症対応型共同
ん 経 ⌒ 誠 童 輩 訴 片  J狂 とrl回 Ы 卜 +― :l(r差を ィド菅 お 白 卜歩 日 舶ビスの

として、各事業所が自ら繰供するサービスについて評価・点検 (自 己評価 )

を行 うとともに、当該 自己評価結果について、運営推進会議において第二

者の観点からサービスの評価 (外部評価)を行 うことができることとし、

実施にあたつては以下の点に留意すること。また、運営推進会議の複数の

事業所の合同開催については、合同で開催する回数が、 1年度に開催すべ

き運営推進会議の開催回数の半数を超えないこととするとともに、外部評

価を行 う運営推進会議は単独開催で行 うこと。

イ 白 Fヨ 並 4隔 ,■  望劇 徊 曲 ミ白 よ 爆 社 キ ス キ ー 肉 笏ミと, 、ィ燥 n→序 v】 歩ビ ス r)し

(新設 )

処 準用

基準第 108条の規定により、基準第 3条の 7、 第 3条の 3、 第 3条の 10、

第 3条の 11、 第 3条の 20、 第 3条の 26、 第 3条の 32か ら第 3条の 34ま

で、第 3条の 36、 第 3条の 38、 第 3条の 39、 第 28条、第 33条、第 34条

第 1項から第4項まで、第 80条、第 82条の2及び第 84条の規定は、指

定認知症対応型共同生活介護の事業に準用されるものであるため、第 3の
一の4の処、建、但、建、廼、処、里、豊、岬 び蝕、第 3の二の二の3

の14)、 18)及び0)の①から④まで並びに第 3の 四の4の処、側及び10を参照

されたい。この場合において、準用される基準第 34条第 1項の規定につ

いて、運営推進会議の複数の事業所の合同開催については、合同で開催す

る回数が、 1年度に開催すべき運営推進会議の開催回数の半数を超えない

こととする。

行い、指定認知症対応型共同生活介護事業所 として提供するサービスに

(新設 )



っいて個々の従業者の問題意識を向上させ、事業所全体の質の向上につ

なげていくことを目指すものである。
口 外部評価は、運営推進会議において、当該事業所が行つた自己評価紅

果に基づき、当該事業所で提供 されているサービスの内容や課題等につ

いて共有を図るとともに、利用者のほか、市町村職員、地域住民の代表
芽 整 ボ 笹 =井 の網 占う、k証柿 歩待 ちr>とア}η  等 ヤ‐テ
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明らかにすることが必要であるぉ

このようなことから、運営推進会議において当該取組を行 う場合に

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

六 地域密着型特定施設入居者生活介護

1・ 2 (略 )

3 運営に関する基準

11)～(3) (略 )

14)利用料等の受傾

① 基準第 ■7条第 1項、第 2項及び第 4項の規定は、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護に係る基準第 3条の 19第 1項、第 2項及び第 4

項の規定と同趣旨であるため、第 3の一の4の処の①、②及び④を参照

は、市町村職員又は地域包括支援センター職員、指定認知症対応型共同

生活介護に知見を有 し公正 。中立な第二者の立場にある者の参加が必要

であることぉ

自己評価結果及び外部評価結果は、利用者及び利用者の家族へ提供す

/、 カル 1、 に 「介諮サー ビスの情報公表部I庁 1に基づ く介諮サー ビス情

報公表システムを活用 し公表することが考えられるが、法人のホームペ

―ジヘの掲載、事業所内の外部の者にも確認 しやすい場所への手島示、市

町村窓 口や地域包括支援センターヘの掲示等により公表することも差

し支えないぉ

生 指定認知症射応型共同生活介護の特性に沿つた自己評価及び外部評

価の在り方については、平成 28年度老人保健健康増進等事業「認知症

グループホームにおける運営推進会議及び外部評価のあり方に関す /o

調杏石弄究事業 I(公朴社団法人日本認知症グループホーム協会)(https:

//vwv.nhiv.go.jっ /file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/94_

nihonGHkyoukai.pdf)(厚生労働省ホームページ「平成 28年度老人保健

健康増進等事業 当初協議採択事業一覧」にて掲載)を 参考に行 うもの

ビ ス の

六 地域密着型

1・ 2 (略 )

3 運営に関する基準

11)～(3)(略 )

14)利用料等の受領

① 基準第 117条第 1項、第2項及び第4項の規定は、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護に係る基準第 3条の 19第 1項、第2項及び第4

項の規定と同趣旨であるため、第3の一の4の処の①、②及び④を参照
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